
自転車交通安全講座

⻄宮市 交通安全対策課 2022.12

⻄宮市キャラクター
みやたん

〜交通ルールを正しく理解し、安全運転に努めましょう〜



自転車事故

（スケアード・ストレイトより）



自転車が関係する交通事故発生状況

（兵庫県警察 交通事故データより）

令和3年 兵庫県
構成率 25.7％

構
成
率
が
高
い



（兵庫県警察 交通事故データより）



自転車は例外として次の場合は歩道を通行できます

●道路標識や道路標示で指定された場合

●運転者が児童･幼児、70歳以上の高齢者または
車道通行に支障がある身体障害者であるとき

●交通の状況に照らして、通行の安全を確保する
ために、歩道を通行することがやむを得ない場合

１ 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

２ 交差点では
信号と一時停止を
守って、安全確認

（令和4年11月1日 中央交通安全対策会議 交通対策本部決定）



３ 夜間はライトを点灯 ４ 飲酒運転は禁止 ５ ヘルメットを着用



自転車は車と同じ車両 （道路交通法より）



車道が原則、左側を通行
（以下、自転車に係る主な交通ルール、兵庫県警察HPより ）

（矢羽根型路面表示）
（市役所前線）





※路側帯の種類



（国道２号 自転車道 市役所北側 ）



歩道は例外、歩行者優先（歩道の通行方法）

（ピクトマーク・山手幹線 歩道）







交差点の通行方法



車道通行の場合でも自転車
横断帯によって横断する。



横断歩道を通行する
場合は、歩行者用信
号機に従って横断歩
道を通行する

歩道通行の場合も、車両用
信号機に従い、車道の左側を
選択して交差点を通行する。

車道通行の場合は、車両用
信号機に従い、車道の左側を
選択して交差点を通行する。





その他の主なルール



（ 自転車は除く ） （ 自転車も対象 ）











次のスライド

（ ⻄宮市HPより ）



15の危険行為



⻄宮市
キャラクター
みやたん

⻄宮市内の取締り件数約1,000件（R3年中）

自転車指導啓発重点地区・路線（兵庫県警察HPより）
国道2号【市役所前〜津⾨】、阪急⻄宮北⼝駅周辺、阪神⻄宮駅周辺
県道浜甲子園甲子園⼝停車場線【上甲子園交差点〜甲子園九番町交
差点】、市道小曽根線【⼾崎町交差点〜上⽥中町交差点】



（ 加入確認シート、兵庫県HPより ）

交通ルールを守って、自転車事故をなくしましょう！


